
募集種目 受験資格 受付期限

第2回幹部候補生

22歳以上26歳未満の方
（20歳以上22歳未満の
方は大卒（見込含）、
修士課程修了者など
（見込含）は28歳未満
の方）

6月5日

第2回幹部候補曹
20歳以上33歳未満の大
卒程度の方（学位不要）

第1回
一般曹候補生

18歳以上33歳未満の方
（32歳の方は、採用予定
月の末日現在、33歳に
達していない方）

5月7日

　野犬掃とうを次のとおり実施しますので、飼い犬
を放し飼いにしないようにお願いします。
　犬を放し飼いにしておきますと、野犬とみなして
処分することがありますので、十分ご注意ください。

期　間　令和8年4月1日から
　　　　　令和9年3月31日まで
区　域　町内一円
方　法　檻による捕獲など

問合せ先 住民課生活環境係☎53・2323
Eメール：jumin_kankyo@town.tsukigata.hokkaido.jp

野犬掃とうを実施します野犬掃とうを実施します

くらし

確
定
申
告
が
間
違

っ
て
い
た
と
き
の

対
応
方
法

　
確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
後
に
、

申
告
内
容
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
に

気
付
い
た
場
合
は
、
左
記
の
方
法

で
申
告
内
容
を
訂
正
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

税
額
を
多
く
申
告
し
て
い
た
場
合
　

　「
更
正
の
請
求
書
」
を
提
出
し

て
正
し
い
税
額
や
純
損
失
な
ど
の

金
額
へ
の
訂
正
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
請
求
内
容
が
正
当
と

認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
税
金
が
還

付
さ
れ
ま
す
。

税
額
を
少
な
く
申
告
し
て
い
た
場

合　「
修
正
申
告
書
」
を
提
出
し
て

正
し
い
税
額
に
修
正
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
修
正
申
告
が
遅
く
な

る
と
加
算
税
や
遅
延
税
が
か
か
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
な
る
べ

く
早
く
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
を
忘
れ
て
い
た
場
合

　
修
正
申
告
と
同
様
、
加
算
税
や

遅
延
税
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
で
き
る
だ
け
早
く
申
告

す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
岩
見
沢
税
務
署
☎

22
・
０
８
１
０

くらし

ヒ
グ
マ
に
よ
る
事

故
を
防
ぐ
た
め
に

　
野
山
に
も
春
が
訪
れ
、
冬
眠
か

ら
目
覚
め
た
ヒ
グ
マ
が
活
動
す
る

季
節
と
な
り
ま
し
た
。
食
料
の
乏

し
い
こ
の
時
期
、
ヒ
グ
マ
に
と
っ

て
山
菜
が
と
て
も
重
要
な
食
料
と

な
り
ま
す
。

　
山
菜
採
り
な
ど
で
野
山
に
入
る

と
き
は
、
ヒ
グ
マ
と
の
遭
遇
や
事

故
を
防
ぐ
た
め
、
次
の
こ
と
に
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

●
野
山
に
入
る
前
に

・
事
前
に
市
町
村
役
場
や
森
林
管

理
署
な
ど
で
、
ヒ
グ
マ
の
出
没

情
報
を
確
認
し
ま
し
ょ
う

・
ヒ
グ
マ
の
出
没
情
報
の
あ
る
地

域
や
ヒ
グ
マ
の
出
没
を
知
ら
せ

る
看
板
が
あ
る
場
所
へ
の
立
ち

まちの
お知らせ

入
り
は
避
け
ま
し
ょ
う

●
ヒ
グ
マ
に
出
会
わ
な
い
工
夫
を

・
ヒ
グ
マ
の
出
没
が
予
想
さ
れ
る

野
山
で
は
、
単
独
行
動
を
避
け
、

集
団
で
の
行
動
を
心
掛
け
ま
し

ょ
う

・
鈴
な
ど
の
鳴
り
も
の
の
携
行
や
、

見
通
し
の
悪
い
場
所
で
は
笛
を

吹
く
な
ど
、
人
の
存
在
を
早
め

に
ヒ
グ
マ
に
知
ら
せ
ま
し
ょ
う

　
ヒ
グ
マ
を
目
撃
し
た
ら
近
づ
か

ず
、
左
記
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
岩
見
沢
警
察
署
月
形

駐
在
所
☎
53
・
２
４
３
３
ま
た

は
住
民
課
生
活
環
境
係
☎
53
・ 

２
３
２
３

くらし

改
正
労
働
安
全
衛

生
法
が
施
行
さ
れ

ま
す

　
本
年
4
月
1
日
か
ら
、
改
正
労

働
安
全
衛
生
法
が
施
行
さ
れ
ま
す
。

主
な
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

・
注
文
者
に
対
す
る
個
人
事
業
者

な
ど
の
保
護

・
高
年
齢
者
の
労
働
災
害
防
止
に

向
け
た
事
業
者
の
義
務

　
詳
し
く
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
岩
見
沢
労
働
基
準
監

督
署
☎
28
・
２
４
２
０
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問合せ先 住民課生活環境係☎53・2323 ／ 消防月形支署予防係☎53・2154

くらし

4
月
1
日
㈬
か
ら

病
院
内
を
土
足
化

　
靴
の
履
き
替
え
の
負
担
を
軽
減

す
る
と
と
も
に
、
履
き
違
い
や
ス

リ
ッ
パ
に
よ
る
転
倒
の
防
止
を
図

る
た
め
、
病
院
内
を
土
足
化
し
ま

し
た
。

　
靴
が
泥
な
ど
で
著
し
く
汚
れ
て

い
る
場
合
や
、
ス
パ
イ
ク
な
ど
の

滑
り
止
め
が
付
い
た
靴
を
履
い
て

い
る
場
合
は
、
備
え
付
け
の
ス
リ

ッ
パ
へ
の
履
き
替
え
を
お
願
い
し

ま
す
。

※
処
置
室
な
ど
一
部
の
施
設
で
は
、

院
内
感
染
防
止
対
策
上
、
ス
リ

ッ
パ
へ
の
履
き
替
え
を
お
願
い

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

問
合
せ
先
　
月
形
町
立
病
院
総
務

係
☎
53
・
２
２
４
１

表彰状

北
海
道
産
業
貢
献

賞
を
受
賞

　
1
月
16
日
、渡
辺
祥
紀
さ
ん（
南

耕
地
1
）
が
北
海
道
産
業
貢
献
賞

（
農
業
関
係
功
労
者
）
を
受
賞
し
、

授
与
報
告
の
た
め
来
庁
さ
れ
ま
し

た
。

　
渡
辺
さ
ん
は
、
平
成
20
年
か
ら

農
業
委
員
と
し
て
、
農
地
の
適
正

利
用
と
会
務
運
営
の
向
上
な
ど
に

大
き
な
貢
献
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
、
17
年
以
上
に
わ
た
る
功
績

が
認
め
ら
れ
、
受
賞
と
な
り
ま
し

た
。

農　業

10
年
ぶ
り
に
北
海

道
農
業
士
に
認
定

　
2
月
16
日
、
札
幌
市
共
済
ホ
ー

ル
ホ
ー
ル
に
て
「
北
海
道
指
導
農

業
士
・
北
海
道
農
業
士
称
号
贈
呈

式
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
本
町
か

ら
は
10
年
ぶ
り
に
安
倍
慎
さ
ん
、

大
江
圭
輔
さ
ん
、
川
口
拓
也
さ
ん

の
3
名
が
新
た
に
北
海
道
農
業
士

に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
北
海
道
農
業
士
と
は
、
地
域
農

業
の
振
興
や
担
い
手
育
成
に
貢
献

す
る
優
れ
た
農
業
者
を
認
定
す
る

制
度
で
す
。

　
ま
た
、
2
月
26
日
に
は
授
与
報

告
の
た
め
役
場
を
訪
れ
、
認
定
の

報
告
と
と
も
に
今
後
の
抱
負
を
述

べ
ま
し
た
。

　一般の家庭や事業所のタンクから灯油や重油な
どが流出する油流出事故が空知管内でも多く発生
しています。
　油の流出は、火災発生の危険性や河川、水路、
土壌、地下水などに重大な環境汚染を引き起こし、
人の生活や動植物へ重大な影響を与えてしまいま
す。油の流出事故が発生すると、北海道開発局、
北海道、町、消防など多くの関係機関が調査を行
い、水質汚濁防止法、河川法などに基づき河川へ
の流入を防ぎ被害を最小限に食い止めるための措
置が原因者に命じられます。
　流入を防ぐための措置として、水路や河川にオ
イルフェンス（流れた油をせき止める）やオイル

吸着マット（油を吸い取る）などを設置します。
その措置をするためには、多額の費用がかかり、
事故の規模によっては数十万円から数百万円かか
る場合があります。その費用については、原因者
が負担することになります。また、流出した油が
田畑や魚などに被害をもたら
した場合は、その責任も原因者
が負うことになります。
　重大な事故を起こさないよ
う、日頃からホームタンクの点
検などを行い、油の流出事故を
発見した場合は、すぐに役場ま
たは消防に連絡してください。

▲（左）渡辺祥紀農業委員会会長

▲（左）川口拓也さん、安倍慎さん、大江圭輔さん
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人　事

町
内
各
関
係
機
関

人
事
異
動

　
●
月
形
刑
務
所

■
転
出

4
月
1
日
付
け

▽
北
海
道
矯
正
管
区
処
遇
調
査
情

報
分
析
官
（
所
長
）
廣
田
肇
▽
旭

川
刑
務
所
所
長（
矯
正
処
遇
部
長
）

向
井
康
修
▽
札
幌
刑
務
所
上
席
統

括
矯
正
処
遇
官
（
上
席
統
括
矯
正

処
遇
官
）
奥
野
文
博
▽
旭
川
刑
務

所
会
計
課
長
（
上
席
統
括
矯
正
処

遇
官
）
平
澤
禎
紀
▽
札
幌
刑
務
所

上
席
統
括
矯
正
処
遇
官
（
上
席
統

括
矯
正
処
遇
官
）
髙
木
み
ゆ
き
▽

札
幌
刑
務
所
統
括
矯
正
処
遇
官

（
統
括
矯
正
処
遇
官
）
山
浦
卓

■
転
入

4
月
1
日
付
け

▽
所
長
（
札
幌
刑
務
所
矯
正
処
遇

部
長
）
多
田
真
▽
総
務
部
長
（
府

中
刑
務
所
調
査
官
）
林
豊
▽
首
席

矯
正
処
遇
官
（
帯
広
刑
務
所
首
席

矯
正
処
遇
官
）
河
野
誠
仁
▽
統
括

矯
正
処
遇
官
（
網
走
刑
務
所
統
括

矯
正
処
遇
官
）
伊
藤
涼
▽
上
席
統

括
矯
正
処
遇
官
（
旭
川
刑
務
所
統

括
矯
正
処
遇
官
）
津
川
宣
人
▽
統

括
矯
正
処
遇
官
（
網
走
刑
務
所
会

計
課
長
）
高
木
一
▽
上
席
統
括
矯

正
処
遇
官
（
水
戸
刑
務
所
上
席
統

括
矯
正
処
遇
官
）
坂
本
琢
郎
▽
上

席
統
括
矯
正
処
遇
官
（
北
海
少
年

院
統
括
専
門
官
）
門
田
元
勝

　
●
北
海
道
警
察

■
転
入

4
月
1
日
付
け

▽
月
形
駐
在
所
所
長
（
紋
別
警
察

署
）
三
橋
裕
二

■
退
職

3
月
31
日
付
け

▽
小
田
嶋
健
一
（
月
形
駐
在
所
所

長
）

　
●
月
形
小
学
校

■
転
出

4
月
1
日
付
け

▽
教
諭
（
浦
臼
町
浦
臼
小
）
佐
々

木
珠
美
▽
教
諭
（
美
唄
市
東
小
）

野
田
ま
す
み

■
転
入

4
月
1
日
付
け

▽
教
諭
（
砂
川
市
砂
川
小
）
飯
田

茜
音

■
退
職

3
月
31
日
付
け

▽
八
木
巻
俊
（
教
諭
）

　
●
月
形
中
学
校

■
転
出

4
月
1
日
付
け

▽
校
長
（
浦
臼
町
浦
臼
中
）
橋
本

孝
博
▽
教
頭
（
雨
竜
町
雨
竜
中
）

櫻
井
貴
幸
▽
教
諭
（
岩
見
沢
市
北

村
中
）
奥
祐
一
▽
教
諭
（
岩
見
沢

市
豊
中
）
桑
原
聡
恵

■
転
入

4
月
1
日
付
け

▽
校
長
（
雨
竜
町
雨
竜
中
）
清
水

一
伸
▽
教
頭
（
岩
見
沢
市
緑
中
）

内
山
貴
雅
▽
教
諭
（
砂
川
市
砂
川

中
）
詫
間
翔
太
▽
教
諭
（
岩
見
沢

市
く
り
さ
わ
学
舎
）
三
國
薫
▽
教

諭
（
岩
見
沢
市
光
陵
中
）
鈴
木
麻

美
▽
教
諭
（
岩
見
沢
市
清
園
中
）

鈴
木
真

　
●
月
形
高
校

■
転
出

3
月
31
日
付
け

▽
教
頭
（
帯
広
柏
葉
高
校
）
新
濱 

学■
転
入

4
月
1
日
付
け

▽
教
頭
（
岩
見
沢
東
高
校
） 

山
本

康
二
▽
事
務
長
（
八
雲
高
校
）
岩

崎
洋
和
▽
教
諭 

（
帯
広
北
高
校
）

三
浦
郁
哉

■
退
職

3
月
31
日
付
け

▽
阿
部
友
規
（
事
務
長
）
▽
小
玉

和
寛
（
教
諭
）
▽
藤
田
順
久
（
事

務
）

　
●
月
形
町

4
月
1
日
付
け

■
月
形
町

▽
総
務
課
課
長
（
企
画
振
興
課
課

長
）
鈴
木
暢
▽
企
画
振
興
課
課
長

（
企
画
振
興
課
参
事
）
竹
内
晶
▽

住
民
課
課
長
（
教
育
委
員
会
教
育

次
長
）
上
葛
隆
治
▽
農
林
建
設
課

課
長
（
住
民
課
課
長
兼
税
務
係
長

事
務
取
扱
）
村
瀬
潤
一
▽
会
計
管

理
者
兼
出
納
室
長
兼
出
納
室
出
納

係
長
事
務
取
扱
（
総
務
課
課
長
）

加
藤
弘
光
▽
企
画
振
興
課
参
事

（
総
務
課
課
長
補
佐
）
佐
藤
直
樹

▽
総
務
課
課
長
補
佐
（
議
会
事
務

局
総
務
係
長
）
桑
原
祥
之
▽
企
画

振
興
課
課
長
補
佐
兼
商
工
観
光
係

長
事
務
取
扱
（
企
画
振
興
課
課
長

補
佐
）
井
川
健
▽
企
画
振
興
課
主

幹
（
教
育
委
員
会
主
幹
）
加
藤
亮

▽
住
民
課
主
幹
（
農
業
委
員
会
事

務
局
次
長
）
西
谷
内
友
香
▽
住
民

課
主
幹
兼
生
活
環
境
係
長
事
務
取

扱
（
町
立
病
院
事
務
次
長
兼
総
務

係
長
事
務
取
扱
）
青
山
め
ぐ
み
▽

農
林
建
設
課
主
幹
兼
住
宅
建
築
係

長（
教
育
委
員
会
社
会
教
育
係
長
）

今
井
学
▽
保
健
福
祉
課
主
幹
（
保

健
福
祉
課
高
齢
者
支
援
係
長
）
中

村
麻
希
▽
総
務
課
総
務
係
長
（
農

林
建
設
課
住
宅
建
築
係
長
）
嶋
田

将
司
▽
総
務
課
危
機
管
理
係
長

（
総
務
課
危
機
管
理
係
主
任
主
事
）

樋
浦
翔
太
▽
企
画
振
興
課
地
域
振

興
係
長
（
企
画
振
興
課
地
域
振
興

係
主
査
）
松
本
信
也
▽
住
民
課
税

務
係
長
（
住
民
課
税
務
係
主
任
主

事
）
三
浦
圭
祐
▽
保
健
福
祉
課
高

齢
者
支
援
係
長
（
保
健
福
祉
課
高

齢
者
支
援
係
主
査
）
後
藤
拓
也
▽

保
健
福
祉
課
地
域
福
祉
係
長
（
企

画
振
興
課
商
工
観
光
係
長
）
新
妻

恭
平
▽
総
務
課
財
政
係
主
査
（
総

務
課
財
政
係
主
任
主
事
）
八
重
樫

佑
基
▽
企
画
振
興
課
商
工
観
光
係

主
査
（
保
健
福
祉
課
保
健
係
主
任

主
事
）
山
口
浩
司
▽
住
民
課
戸
籍

保
険
係
主
査
（
住
民
課
戸
籍
保
険

係
主
任
主
事
）
後
藤
耕
太
郎
▽
保

健
福
祉
課
保
健
係
主
査
（
保
健
福

祉
課
保
健
係
主
任
主
事
）
高
橋
絵

夢
▽
住
民
課
生
活
環
境
係
主
任
主

事
（
住
民
課
税
務
係
主
任
主
事
）

髙
田
竜
司
▽
農
林
建
設
課
農
政
係

主
任
主
事（
農
林
建
設
課
農
政
係
）

金
山
竜
司
▽
保
健
福
祉
課
保
健
係

主
任
主
事
（
出
納
室
出
納
係
）
三

浦
美
咲
▽
保
健
福
祉
課
高
齢
者
支

援
係
主
任
主
事
（
保
健
福
祉
課
高

齢
者
支
援
係
）
米
内
卓
也
▽
企
画

振
興
課
企
画
係
（
企
画
振
興
課
地

域
振
興
係
）
北
川
麻
莉
▽
住
民
課

戸
籍
保
険
係
（
住
民
課
税
務
係
）

遠
藤
洋
▽
農
林
建
設
課
農
村
整
備

係
（
教
育
委
員
会
学
務
係
）
佐
藤

友
哉
▽
北
海
道
派
遣
（
総
務
課
財

政
係
）
福
士
逞
▽
総
務
課
財
政
係

（
新
採
用
）
加
藤
悠
聖
▽
住
民
課

税
務
係
（
新
採
用
）
德
義
光
希

■
議
会
事
務
局

▽
議
会
事
務
局
長
兼
総
務
係
長
事

務
取
扱
（
議
会
事
務
局
長
）
柴
田

理
江
▽
総
務
係
（
住
民
課
生
活
環

境
係
）
笠
間
健
吾

■
農
業
委
員
会
事
務
局

▽
総
務
係
長
（
会
計
管
理
者
兼
出

納
室
長
兼
出
納
室
出
納
係
長
事
務
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問合せ先 総務課危機管理係　☎ 53・2321　Eメール：kikikanri@town.tsukigata.hokkaido.jp

取
扱
）
原
博
由
樹

■
教
育
委
員
会

▽
教
育
委
員
会
教
育
次
長
（
農
林

建
設
課
課
長
）
表
谷
啓
介
▽
教
育

委
員
会
社
会
教
育
係
長
（
総
務
課

総
務
係
長
）
會
田
学
▽
教
育
委
員

会
学
務
係
主
査
（
教
育
委
員
会
学

務
係
主
任
主
事
）
杉
田
裕
樹
▽
教

育
委
員
会
学
務
係
主
任
主
事
（
農

林
建
設
課
農
村
整
備
係
主
任
主

事
）
松
村
悠
矢

■
町
立
病
院

▽
総
務
係
長
（
住
民
課
生
活
環
境

係
長
）
播
谷
達
樹
▽
医
事
係
主
任

主
事
（
医
事
係
）
高
橋
尚
也
▽
看

護
科
看
護
師
（
新
採
用
）
吉
次
優

■
岩
見
沢
地
区
消
防
事
務
組
合
月

形
支
所

▽
警
防
係
（
予
防
係
）
梶
浦
快
斗

▽
予
防
係
（
警
防
係
）
佐
藤
史
騎

■
退
職

3
月
31
日
付
け

▽
新
道
孝
治
（
企
画
振
興
課
地
域

振
興
係
長
）
▽
亀
山
千
章
（
保
健

福
祉
課
地
域
福
祉
係
長
）
▽
埜
本

梨
沙
（
住
民
課
戸
籍
保
険
係
）
▽

林
亮
太
（
企
画
振
興
課
企
画
係
）

こども

本
で
キ
ミ
の
世
界

が
広
が
る

読
書
ノ
ー
ト

　
町
内
の
幼
児
、
小
中
学
生
を
対

象
に
読
書
ノ
ー
ト
活
動
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
子
ど
も
た
ち
が
本
に
親

し
み
を
持
ち
な
が
ら
、
読
解
力
の

向
上
を
目
指
す
た
め
に
実
施
す
る

も
の
で
す
。

　
詳
し
い
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、

こ
ど
も
園
、
小
中
学
校
で
配
布
す

る
チ
ラ
シ
を
ご
覧
に
な
る
か
左
記

ま
で
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

実
施
期
間
　
令
和
8
年
4
月
15
日

㈬
～
令
和
9
年
2
月
27
日
㈯

表
彰
　
目
標
冊
数
以
上
読
ん
だ
方

に
は
、
3
月
に
表
彰
状
と
記
念

品
を
お
渡
し
し
ま
す

※
目
標
冊
数

・
幼
児
・
小
学
1
～
3
年
生
　

　
１
０
０
冊

・
小
学
4
～
6
年
生
　
70
冊

・
中
学
生
　
50
冊

申
請
方
法
　
月
形
町
図
書
館
で
読

書
ノ
ー
ト
活
動
に
参
加
す
る
こ

と
を
伝
え
、
必
要
事
項
を
記
入

し
て
く
だ
さ
い

問
合
せ
先
　
教
育
委
員
会
社
会
教

育
係
☎
53
・
３
４
４
３
ま
た
は

月
形
町
図
書
館
☎
53
・
３
６
７

７

防災気象情報が新しくなります！防災気象情報が新しくなります！
　気象庁の避難情報に関するガイドラインでは、5段階の警戒レベルで住民がとるべき行動が設定されてい
ます。対象の災害となる河川氾濫、大雨、土砂災害および高潮に関する情報などは、これまで、警戒レベ
ルと住民がとるべき行動がわかりにくくなっていましたが、今回、5段階すべての警戒レベルに対応した情
報を改めて設定し、とるべき行動の判断をより一層支援できる情報体系に改善されました。
　この新たな防災気象情報は、令和8年5月下旬から運用を開始する予定です。
　気象庁ホームページの特設ページでは、新たな防災気象情報に関するさまざまな資料を掲
載していますので、情報が発表された際にどのような行動をとるのか事前に確認をしておき
ましょう。詳細はQRコードからご確認ください。

【防災気象情報の一覧表】
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問合せ先 消防月形支署☎ 53･2154（ 一般 ）☎ 24･0119（ 火事情報 ）☎ 119（ 救急 ･火事 ）

令和8年　全道春の火災予防運動を実施します
　実施期間：4月20日～ 30日まで
　昨年2月に岩手県大船渡市で大規模な林野火災が発生したことを覚えているでしょうか？これを踏まえ、
林野火災の未然防止を目的として、岩見沢地区消防事務組合では令和8年から林野火災に関する注意報・警
報の発令を開始します。
　今シーズンは、降雪量が少なく雪解けも早く進み、例年にない乾燥した春を迎えることが予想されます。
火災予防を徹底し、火災を防ぐ行為やポイントを守り、安心・安全な町を作りましょう。
1　林野火災注意報・警報について
　毎年4月中旬から6月上旬までの期間中、気象条件などが一定の基準を満たした場合に月形町全域に注意
報・警報が発令されます。
⑴林野火災注意報の発令基準　※①または②のいずれかの条件に該当したとき
　①前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合計降水量が30㎜以下
　②前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ乾燥注意報が発表
　　※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないこともあります
⑵林野火災警報の発令基準
　林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
2　屋外における「火の使用制限」について
　林野火災防止のために「林野火災警報」発令中
は下記の5つの行為が制限されます。
⑴山林、原野などにおいての火入れ
⑵煙火（花火）の使用
⑶屋外での火遊びや焚き火
⑷屋外において引火・爆発性の物品、可燃物付近
での喫煙
⑸たばこの吸殻や火の粉の放置
※警報発令中に上記5つの行為を行った場合は違
反者に対して30万円以下の罰金または拘留など
の罰則が適用される場合があります
※注意報発令中の火の使用制限は「努力義務」と
なります

3　揚煙などの行為（火災とまぎらわしい煙）の
届出について
　林野火災の多くは、焚き火や火入れなどの人為
的な原因によって発生しています。
　このため「どんど焼き」「キャンプ場での焚き火」
など、火を焚く形態の行為を「焚き火」と位置づけ、
年間を通して「焚き火」の届出が義務化されました。
●住宅火災を防ぐ３つのポイント
　①住宅や物置のまわりに古紙やダンボールを置かないこと
　②寝たばこは絶対にしない、たばこの火は必ず消すこと
　③調理中は絶対コンロから離れない、離れるときは必ず火を消すこと

たばこ

かまど

焚き火

野焼き

花火どんど焼き
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